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告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
二
十
三
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
意
見
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
三
年
二
月
二
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

意
見
の
概
要 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
仮
称
）
ヤ
オ
コ
ー
和
光
丸
山
台
店 

 
 

 

埼
玉
県
和
光
市
丸
山
台
三
丁
目
十
三
番
一
外 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
意
見
の
概
要 

 

⑴ 

和
光
市
産
業
振
興
条
例
の
趣
旨
理
解
と
施
策
へ
の
協
力 

 
 

 

和
光
市
産
業
振
興
計
画
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。 

 
 
 

ア 

条
例
で
は
、
市
内
事
業
者
の
責
務
（
努
力
義
務
）
と
し
て
「
地
域
貢
献
」
、
「
企
業
市 

 

 
 

 

民
活
動
へ
の
参
画
」
及
び
「
商
工
会
へ
の
加
入
」
を
定
め
て
い
ま
す
。
条
例
の
趣
旨
を 

 
 

 

ご
理
解
い
た
だ
き
、
地
域
に
お
け
る
産
業
振
興
施
策
に
積
極
的
に
参
画
し
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

イ 

地
域
経
済
の
活
性
化
及
び
地
域
社
会
の
発
展
の
た
め
、
和
光
市
が
行
う
「
企
業
市
民 

 
 

 

活
動
」
に
積
極
的
に
参
画
し
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

ウ 

和
光
市
商
工
会
へ
の
加
入
を
ご
検
討
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
商
工
会
が
行
う
事
業
等 

 

 
 

 

に
対
す
る
積
極
的
な
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 

⑵ 

和
光
産
農
産
物
の
取
り
扱
い 

 
 

 

農
業
・
商
業
振
興
及
び
地
産
地
消
の
推
進
等
の
た
め
、
和
光
市
内
で
生
産
さ
れ
た
農
産

物
を
商
品
と
し
て
取
扱
う
こ
と
、
商
品
の
材
料
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
及
び
市
内
産
農
産

物
の
Ｐ
Ｒ
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 

⑶ 

営
業
活
動
に
伴
い
発
生
す
る
騒
音
・
振
動
等
に
よ
る
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
へ
の
影
響

を
最
小
限
に
抑
え
て
く
だ
さ
い
。 

 

⑷ 

騒
音
規
制
法
・
振
動
規
制
法
に
基
づ
く
特
定
施
設
（
室
外
機
や
送
風
機
な
ど
）
に
該
当

す
る
か
確
認
し
、
該
当
す
る
場
合
に
は
届
出
を
行
う
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。 

 

⑸ 

駐
車
場
へ
の
出
入
庫
及
び
資
材
の
搬
入
等
で
駐
停
車
す
る
場
合
は
、
車
両
の
エ
ン
ジ
ン

を
止
め
る
ほ
か
、
話
し
声
、
ラ
ジ
オ
の
音
な
ど
が
近
隣
の
住
民
等
の
迷
惑
に
な
ら
な
い
よ

う
に
配
慮
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 

⑹ 

周
辺
住
民
等
へ
の
情
報
提
供
や
意
思
の
疎
通
に
努
め
、
苦
情
が
あ
っ
た
場
合
に
は
誠
意



を
持
っ
て
速
や
か
な
対
応
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 

⑺ 

以
下
の
方
法
で
廃
棄
物
の
減
量
及
び
発
生
抑
制
に
努
め
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

ア 

製
造
・
加
工
・
販
売
な
ど
に
際
し
て
、
長
期
間
使
用
可
能
な
製
品
の
開
発
、
製
品
の 

 
 

 
修
理
体
制
の
確
保
な
ど
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 
 

イ 
資
源
ご
み
の
再
生
利
用
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 
 

ウ 

製
造
・
加
工
・
販
売
な
ど
に
際
し
て
、
過
剰
な
包
装
を
自
粛
し
、
廃
棄
物
の
排
出
の 

 
 

 

抑
制
に
配
慮
し
た
適
正
な
包
装
の
推
進
を
図
る
こ
と
。
ま
た
包
装
は
、
再
生
利
用
可
能 

 
 

 

な
も
の
を
使
用
し
、
使
用
後
の
包
装
、
容
器
等
の
回
収
を
行
う
こ
と
等
に
よ
り
、
再
生 

 
 

 

利
用
を
促
進
す
る
こ
と
。 

 
 

エ 

商
品
の
販
売
に
あ
た
っ
て
、
消
費
者
が
簡
易
な
包
装
、
容
器
等
を
選
択
で
き
る
よ
う 

 
 

 

努
め
る
と
と
も
に
、
購
入
者
が
不
用
と
し
た
包
装
、
容
器
等
を
返
却
し
よ
う
と
す
る
場 

 
 

 

合
に
は
回
収
す
る
こ
と
。 

 

⑻ 
 

事
業
系
一
般
廃
棄
物
を
自
ら
運
搬
し
、
又
は
処
分
す
る
と
き
は
、
一
般
廃
棄
物
処
理 
 

 
 

 

計
画
に
従
っ
て
く
だ
さ
い
。 

 

⑼ 

店
舗
か
ら
生
ず
る
事
業
系
一
般
廃
棄
物
の
減
量
及
び
適
正
処
理
に
関
す
る
計
画
書
を
作

成
し
、
毎
年
六
月
末
日
ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
排
出
さ
れ
る
廃
棄
物
の
状

況
を
把
握
で
き
る
者
の
う
ち
か
ら
廃
棄
物
管
理
責
任
者
を
選
任
し
、
届
出
し
て
く
だ
さ
い
。

（
変
更
す
る
際
も
同
様
に
届
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
） 

 
 

⑽ 

（
仮
称
）
ヤ
オ
コ
ー
和
光
丸
山
台
店
は
和
光
市
立
第
三
小
学
校
、
和
光
市
立
大
和
中
学 

 

 
 

 

の
通
学
区
域
と
な
っ
て
お
り
、
周
辺
道
路
は
児
童
生
徒
の
通
学
路
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の 

 
 

 

た
め
、
建
設
時
の
工
事
車
両
等
の
出
入
り
、
開
店
後
の
物
資
搬
入
車
両
、
来
客
者
の
車
両 

 
 

 

等
と
の
事
故
が
懸
念
さ
れ
る
。 

 
 

 

特
に
登
下
校
時
の
時
間
帯
に
つ
い
て
は
十
分
注
意
し
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
反
射
鏡
、 

 
 

出
庫
を
知
ら
せ
る
ブ
ザ
ー
等
の
設
置
、
警
備
員
等
の
配
置
に
よ
り
事
故
の
防
止
に
努
め
て

い
た
だ
き
た
い
。 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
三
年
二
月
二
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
二
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
南
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
二
十
四
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
二
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ベ
ル
ク
東
松
山
東
平
店 

 
 

 

埼
玉
県
東
松
山
市
東
平
二
千
三
百
七
十
四
番
地
一
外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計 

 
 

 

（
変
更
前
）
二
千
六
百
七
十
三
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

（
変
更
後
）
三
千
三
百
三
十
四
平
方
メ
ー
ト
ル 

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

（
変
更
前
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

二
五
五
台 

（
変
更
後
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

一
五
五
台 

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

（
変
更
前
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

七
八
台 

（
変
更
後
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

九
五
台 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積 

 
 

 

（
変
更
前
）
位
置 

図
面
省
略 

面
積 

一
八
四
・
〇
四
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

（
変
更
後
）
位
置 

図
面
省
略 

面
積 

二
四
二
・
九
二
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量 

 
 

 

（
変
更
前
）
位
置 

図
面
省
略 

容
量 

二
二
・
四
三
立
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

（
変
更
後
）
位
置 

図
面
省
略 

容
量 

二
九
・
一
五
立
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

 

（
変
更
前
）
出
入
口
の
数 

三
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

 
 

 

（
変
更
後
）
出
入
口
の
数 

四
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
三
年
九
月
十
九
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
三
年
一
月
十
八
日 



二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
三
年
二
月
二
日
か
ら
令
和
三
年
六
月
二
日
ま
で 

三 
縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
川
越
比
企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
東
松
山
事
務
所 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
三
年
二
月
二
日
か
ら
令
和
三
年
六
月
二
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
二
十
五
号 

 
次
に
掲
げ
る
建
設
業
者
の
営
業
所
の
所
在
地
が
確
知
で
き
な
い
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十

四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

令
和
三
年
二
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

  

株
式
会
社
Ｗ
Ｏ
Ｒ
Ｌ
Ｄ 

 

Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｇ
Ｅ 

 

Ｔ
Ｏ
Ｕ
Ｂ
Ｕ
コ
ー
ポ
レ
ー 

シ
ョ
ン
株
式
会
社 

株
式
会
社
阿
部
工
業 

有
限
会
社
忠
和
建
装 

有
限
会
社
朋
友 

黒
川
設
備
工
業
株
式
会
社 

丸
山
土
建
株
式
会
社 

商
号
又
は
名
称 

草 

間 
 

 

剛 

太 

田 

和 

樹 

齋 

藤 
 

初 

義 

渡 

邊 
 
 

 

忠 

渡 

邊 

和 

俊 

黒 

川 
 

光
太
郎 

丸 
山 
政 

 

喜 

代
表
者
の
氏
名 

埼
玉
県
戸
田
市
大
字
新
曽
二
千
百
十
四
番

地 埼
玉
県
草
加
市
柿
木
町
二
百
五
十
番
地
一 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
南
区
鹿
手
袋
三
丁
目

九
番
十
四
号 

埼
玉
県
志
木
市
中
宗
岡
三
丁
目
九
番
七
号 

 

埼
玉
県
川
口
市
元
郷
三
丁
目
六
番
十
七
号 

埼
玉
県
久
喜
市
本
町
五
丁
目
十
番
四
十
九

号 埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
見
沼
区
東
大
宮
七
丁

目
二
番
地
の
十 

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
二
十
六
号 

 
平
成
二
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
千
九
十
一
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
平
成
二
十
四
年
三
月

三
十
日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
入
間
市
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和

二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
二
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
二
十
七
号 

 
平
成
二
十
五
年
埼
玉
県
告
示
第
九
十
五
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
二

十
二
日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
入
間
市
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和

二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
二
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
二
十
八
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
荒
川
下
流
河
川
事
務
所
か
ら
次
の
と
お

り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十

八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
二
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
荒
川
下
流
河
川
事
務
所 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
数
値
図
化
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

荒
川
下
流
河
川
事
務
所
管
内 

 
 

荒
川
（
埼
玉
県
川
口
市
、
戸
田
市
） 

四 

作
業
期
間 

 
 

令
和
三
年
一
月
十
九
日
か
ら
令
和
三
年
六
月
三
十
日
ま
で 

 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
百
二
十
九
号 

 
加
須
市
か
ら
加
須
都
市
計
画
と
畜
場
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二

十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
二
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 



告

示 

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
五
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
二
月
二
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課
及

び
埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
三
年
二
月
二
日 

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長 

鈴 

木 

水 

弘 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 

一
般
国
道 

二 

路 

線 

名 

四
百
七
号 

三 

道
路
の
区
域



 
新 旧 

旧 

新 
別 

日
高
市
大
字
森
戸
新
田
字
松
林
一
三
五

番
一
地
先
か
ら
同
市
大
字
森
戸
新
田
字

松
林
一
三
一
番
二
地
先
ま
で 

区 
 
 
 

間 

 
 

二
五
・
〇
〇
～ 

 
 
 
 

四
二
・
二
〇 

 
 

二
五
・
〇
〇
～ 

 
 
 
 

四
一
・
〇
〇 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

一
二
八
・
六
〇 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

平
成
二
十
六
年
九
月
十
二
日
付
飯
能
県
土
整
備

事
務
所
長
告
示
第
十
五
号
の
変
更 

備 

 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
四
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

令
和
三
年
二
月
二
日 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

志 

村 
 

 

宏 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

令
和
三
年
一
月
二
十
五
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
〇
二
〇
一
九
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

令
和
三
年
一
月
二
十
九
日 

 
 

越
建
セ
第
三
五
六
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
道
佛
三
丁
目
二
百
二
十
番
、
二
百
二
十
一
番
、
二
百
二
十
二
番
、 

二
百
二
十
七
番
、
二
百
二
十
八
番 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
道
佛
三
丁
目
五
番
十
六
号 

 
 

石
塚 

市
郎 



告 
 

示 

埼
玉
県
病
院
事
業
告
示
第
三
号 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
三
年
二
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者 

岩 

中 
 

 

督 
 

 
 

 



１ 購入等件名及び数量 

県立病院で使用する灯油（２・３月分） 138,000リットル 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

⑴ 埼玉県立循環器・呼吸器病センター事務局管財担当 埼玉県熊谷市板井1696

番地 

⑵ 埼玉県立精神医療センター事務局管財担当 埼玉県北足立郡伊奈町小室818

番地２ 

３ 落札者を決定した日 

令和３年１月26日 

４ 落札者の氏名及び住所 

有限会社鈴木石油 埼玉県深谷市菅沼443番地１ 

５ 落札金額 

65.78円（１リットル当たり単価） 

６ 契約の相手方を決定した手続 

一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

令和２年12月４日 
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